
仕様書

１ 件名 三宅町冷水機設置業務

２ 規格、数量等 本仕様書及び別紙のとおり

３ 設置場所 三宅小学校（磯城郡三宅町大字伴堂７６６番地）

三宅町交流まちづくりセンターＭｉｉＭｏ

（磯城郡三宅町伴堂６８９番地）

４ 納入期限 令和８年８月３１日

５ 注意事項

（１） 納入期限までの間で、別に指定する日に搬入、設置するものとし、日時等に

ついては三宅町教育総務課担当者（以下「担当者」という。）との打合せを確実

に行うこと。各物品の数量は別紙に記載のとおりとし、設置場所は別途、担当

者と協議のうえ決定すること。

（２） 搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告

し、現状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負

担すること。

（３） 別紙を参考に各部材を含み合計した内容で応札すること。

６ その他

本仕様書に記載されていない事項については、相互協議のうえ決定する。



調達物品の特記仕様

（１） 共通事項

① 製品は、別紙に記載された製品とする。

② 別紙の参考品に記載されていない製品による応札を希望する際は、同等品協

議を行い町の承認を受けること。その際は、別紙に記載の基本仕様を全て満た

し、同等以上の品質・性能を有すること。なお、既製品はカタログ標準品以外

の特注品等は不可とする。

③ 下記（３）に掲げる費用は全て本体製品の価格に含むこと。なお、別紙の参

考品欄には本体製品の製品番号のみ記載していることに留意し、品質・規格等

の欄等に記載されている内容を満たすため、本体製品以外にも製品や材料が必

要になる場合は、その調達及び諸費用も見込むこと。

（２） 納入及び設置

① 製品を納入する際は、納入３日前までに納入の工程を担当者に連絡し、承認

を得ること。

② 担当者が指定する所定の場所まで納入し設置すること。

③ 納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行

うこと。

④ 本仕様書及び別紙に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕

部監修「公共建築工事標準仕様書（建築、機械設備、電気設備工事編）（最新

版）」並びに「公共建築改修工事標準仕様書（建築、機械設備、電気設備工事

編）（最新版）」によること。

（３） 費用

① 本仕様書及び別紙の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な

場合は、その費用も見込むこと。

② 設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。

③ 製品の組立費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。

④ 納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれら

にかかる費用も見込むこと。

⑤ その他、納品等にかかる費用の一切を見込むこと。


